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ＥＴＦにかかる権利処理等手数料の料率変更について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、当社は、下記のとおり「貸借取引融資担保株券または受益証券に付随する権利の行

使等に関する取扱要領」を一部改定し、ＥＴＦにかかる権利処理等手数料の料率を引下げる

ことといたしましたので、ご通知申し上げます。 

敬 具 

 

記 

 

１．「貸借取引融資担保株券または受益証券に付随する権利の行使等に関する取扱要領」の

一部改定（別紙） 

 

[主な改定内容] 

   ＥＴＦにかかる権利処理等手数料の料率について、現行1口につき5銭を、10分の1の

0.5銭とする。（ただし、金融商品取引所が定める売買単位が1,000口以外の場合には、

料率に1,000を乗じた額を当該売買単位で除して得た額とする。） 

 

[権利処理等手数料引下げの対象となる銘柄（平成22年4月15日現在）] 

  （1319） 日経300株価指数連動型上場投資信託 

 

２．実施日  

平成22年4月19日 

 

以 上 



「貸借取引融資担保株券または受益証券に付随する権利の行使等に関する取扱要領」 

の一部改定新旧対照表 

平成 22 年 4月 19 日一部改定実施 

（下線部分は改定箇所） 

改    定 現    行 

 

１．   （現行どおり） 

 

２．第１項の処理のために要する費用は、「権利処

理等手数料」として、銘柄毎の総株主通知にか

かる株主等を確定する日に融資を受けている貸

借取引参加者が、その融資担保株数または口数

に応じて負担するものとし、その料率は次のと

おりとする。 

 

(1)   （現行どおり） 

 

 

(2)融資担保受益証券の場合 

・・・・・・１口につき０.５銭 

 

上記(1)および(2)の料率については、金融商品

取引所が定める売買単位が1,000株又は1,000口

以外の場合には、料率に1,000を乗じた額を当該

売買単位で除して得た額とする。 

 

３.    （現行どおり） 

 

１．   （省   略） 

 

２．第１項の処理のために要する費用は、「権利処

理等手数料」として、銘柄毎の総株主通知にか

かる株主等を確定する日に融資を受けている貸

借取引参加者が、その融資担保株数または口数

に応じて負担するものとし、その料率は次のと

おりとする。 

 

(1)融資担保株券の場合  

・・・・・・１株につき５銭 

 

(2)融資担保受益証券の場合  

・・・・・・１口につき５銭 

  

 上記(1)および(2)の料率については、金融商品

取引所が定める売買単位が1,000株又は1,000口

以外の場合には、料率に1,000を乗じた額を当該

売買単位で除して得た額とする。 

 

３.    （省   略） 

 

(別紙) 


